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件  名 

埼玉県いじめ問題調査審議会規則の一部を改正する規則について 

 

提案理由 

より多角的な視点からいじめの防止等のための対策を調査審議するため、埼玉県い

じめ問題調査審議会規則の一部を別紙のとおり改正したいので、審議願います。 

 

概  要  

１ 現行規則の内容 

  執行機関の附属機関に関する条例第６条の規定に基づき、埼玉県いじめ問題調査

審議会について必要な事項を定めるもの 

 

２ 改正の内容 

委員の定数を５人以内から６人以内とする。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

第３号議案 

（生徒指導課） 



 埼玉県いじめ問題調査審議会規則の一部を改正する規則 新旧対照表                         （傍線の部分は、改正部分） 

改 正 案 現   行 

   埼玉県いじめ問題調査審議会規則    埼玉県いじめ問題調査審議会規則 

第一条 （略） 第一条 （略） 

（組織） （組織） 

第二条 審議会は、委員六人以内をもって組織する。 第二条 審議会は、委員五人以内をもって組織する。 

２ （略） ２ （略） 

第三条～第十一条 （略） 第三条～第十一条 （略） 
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